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「京アスナビ」アスリート求人協力企業の登録条件について 

 

１．アスリート求人協力企業が次のいずれかに該当しないこと。 

(1) 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する

暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められるとき。  

(2) 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又は

暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。  

(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三

者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどし

たと認められるとき。 

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を

供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若

しくは関与していると認められるとき。  

(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有して

いると認められるとき。  

 

２．アスリート求人協力企業は、労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）、労働

者災害補償保険法（昭和 22 年法律第 50 号）、最低賃金法（昭和 34 年法律

第 137 号）、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）、労働契約法（平成

19 年法律第 128 号）その他関係法令の適用基準を遵守すること｡ 

 

３．アスリート求人協力企業が上記の条件に違反した場合は、登録を解除する

ことがある。 

 

 


